
 
 

「ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」 

 （全国拠点構築に向けた調査研究事業） 

委託要項 

令和７年１月２９日  

初等中等教育局長決定 

 

１. 趣 旨 

 社会の大きな変革として Society 5.0 が訪れようとする中、我が国の新たな社会を牽引

する人材の育成が求められており、平成 30 年 6 月に文部科学省「Society 5.0 に向けた

人材育成に係る大臣懇談会」においてまとめられた「Society 5.0 に向けた人材育成 ～社

会が変わる、学びが変わる～」において、新たな時代に向けた学びの変革、取り組むべき施

策（Society 5.0 に向けたリーディング・プロジェクト）の一つとして、文理両方を学ぶ高

大接続改革にもとづく、ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム（以下「Ｗ

ＷＬコンソーシアム」という。）の創設が提案された。 

 ＷＷＬコンソーシアムは、高度かつ多様な科目内容を、生徒個人の興味・関心・特性に応

じて履修可能とする高校生の学習プログラムの開発と実践を担うものとして想定されてお

り、将来的に、高校生 6 万人あたり 1 か所を目安に、各都道府県で国立、公立及び私立の

高等学校等を拠点校として整備し、すべての高校生がオンライン・オフラインで参加するこ

とを可能とする仕組みを持つことが目指されている。 

 本事業では、Society 5.0 において共通して求められる力（①文章や情報を正確に読み解

き対話する力、②科学的に思考・吟味し活用する力、③価値を見つけ生み出す感性と力、好

奇心・探求力等）を基盤として、将来、新たな社会を牽引し、世界で活躍できるビジョンや

資質・能力を有したイノベーティブなグローバル人材を育成するため、高等学校等と国内外

の大学、企業、国際機関等が協働し、テーマを通じた高校生国際会議の開催等、高校生へ高

度な学びを提供する仕組み「アドバンスト・ラーニング・ネットワーク」を形成した拠点校

を全国に配置することで、将来的に、ＷＷＬコンソーシアムへとつなげること、グローバル

人材育成強化事業は特にコロナ禍で限定的となったグローバル人材育成の強化を目的とし

ている。 

 

２. 委託事業の内容 

 本事業及び、その前身として平成２６年度から令和２年度までに実施されたスーパーグ

ローバルハイスクール事業の指定校等で組織されるスーパーグローバルハイスクールネッ

トワーク（以下「ＳＧＨＮ」という。）の成果普及のため全国の拠点となる機関を構築する



ための研究実践を行う。 

 （１）本事業及びＳＧＨＮに対する理解を促進するとともに、今後のＷＷＬ事業の実施の

在り方を共有するため、連絡協議会を企画運営すること。 

（２）本事業及びＳＧＨＮの成果を広く普及し、より一層の推進を図るため全国高校生

フォーラムを企画運営すること。 

 （３）本事業の活動成果と課題を調査し、課題解決方法の提案を行うこと。 

 （４）本事業及びＳＧＨＮそれぞれの専用ホームページの管理運営を行い、活動成果の講

評を行うこと。 

 

３. 委託先 

委託先は、本事業の内容を的確に実施できる法人又は団体（任意団体含む。「以下「団

体等」という。）とする。なお、任意団体については、次の①～④までの要件を全て満た

すこととする。 

①定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること。 

②団体等の意見を決定し、執行する組織が確立されていること。 

③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。 

④団体等の本拠としての事務所を有すること。 

 

４. 委託期間 

委託期間は、原則として契約を締結した日から令和８年３月３１日とする。 

 

５. 委託手続 

（１）委託内定後、業務の委託を受けようとする団体等は、消費税の納税義務者である

か確認できる書類を添えて、事業計画書（様式第１）、その他参考資料等を文部科

学省に提出する。 

（２）文部科学省は、上記により提出された事業計画書等の内容を検討し、内容が適切

であると認めた場合、団体等と委託契約書を取り交わし、業務を委託する。なお、

必要に応じて当該計画の見直しを求めることができる。 

 

６. 委託経費 

（１）文部科学省は、事業計画の規模・内容等を勘案し、予算の範囲内で事業の実施に要

する経費（人件費・事業費（諸謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、消耗品費、

雑役務費、消費税相当額）・一般管理費・再委託費）を委託費として支出する。 

（２）文部科学省は、委託費を、額の確定後、委託先の請求により支払うものとする。た

だし、委託先の申し出を受けて、事業完了前に必要があると文部科学省が認めるとき

は、委託費の全部又は一部を概算払することができる。 

（３）契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨に従

い、経費の効率的な使用に努めること。 



（４）事業の実施過程において、各事業計画の内容を変更しようとするときは、事業計画

変更承認申請書（様式第２）を文部科学省に提出し、その承認を受けるものとする。

ただし、各事業計画のうち経費のみを変更する場合で、契約額の総額に影響を及ぼさ

ず、経費区分間で増減する額が事業計画額の総額の 20％を超えない場合については

この限りではない。 

（５）文部科学省は、団体等が本契約の定めに違反したとき、委託業務の遂行が困難であ

ると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることがで

きる。 

（６）委託費の収入及び支出に当たっては、帳簿を備え、領収書等の支払を証する書類等

を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度から５年

間保存する。 

 

７. 再委託 

（１）本事業の全部を第三者に委託（以下、「再委託」という。）することはできない。

ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認めら

れるものについては、本事業の一部を再委託することができる。 

（２）本事業の一部を再委託しようとする場合は、再委託承認申請書（様式第３）を文部

科学省に提出し、承認を受けることとする。 

（３）委託先は委託業務の再委託を行う場合は、再委託した業務に伴う再委託先の行為に

ついて、文部科学省に対して全ての責任を負うものとする。 

（４）再委託を受けた団体等は、再委託を受けた事業を第三者に委託（再々委託）するこ

とはできない。 

 

８. 事業完了（廃止）の報告 

団体等は、委託業務が完了したとき（契約を解除したときを含む）、廃止又は中止した

ときは、収支金額を確定の上、事業完了（廃止）報告書（様式第４）を作成し、完了した

日から10日以内、又は契約期間満了日のいずれか早い日までに、支出を証明できる領収

書等の写しとともに文部科学省に提出しなければならない。 

 

９. 委託費の額の確定 

（１）文部科学省は、上記８の事業完了（廃止）報告書について調査及び必要に応じて現

地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、団体等

へ通知するものとする。 

（２）上記（１）の確定額は、委託業務に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額と

する。 

（３）文部科学省は、上記（１）において、適正な経費執行がなされていない場合、経費

の全部又は一部について、返納を求めることができる。 

 



１０. 委託の取消し 

（１）文部科学省は、団体等が本委託要項等に係る違反をしたとき、実施に当たり不正又

は不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは委託契約

を解除することができる。 

（２）文部科学省は、上記（１）による場合で、概算払により既に経費を支出した場合に

ついては、経費の全部又は一部について、返納を求めることができる。 

 

１１. 著作権等 

（１）本事業の実施により、委託先（委託先が再委託を行う場合は再委託先を含む。以下

「１１．著作権等」において同じ。）が作成した成果物（パンフレット・チラシ・資

料・報告書等これらに類するものを含む）の著作権及び所有権は、文部科学省に帰属

するものとする。 

（２）著作権を文部科学省に帰属する場合において、当該著作物を委託先が自ら創作した

ときは、委託先は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を委託先以外の

第三者が創作したときは、委託先は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように

必要な措置をとるものとする。 

 

１２. その他 

（１）文部科学省は、団体等における委託業務の実施が当該趣旨に反すると認められると

きには、必要な是正措置を講ずるよう求める。 

（２）文部科学省は、委託業務の実施に当たり、団体等の求めに応じて指導・助言を行う

とともに、その効果的な運営を図るため協力する。 

（３）文部科学省は、必要に応じ、本委託業務の実施状況及び経理処理状況について、実

態調査を行うことができる。 

（４）団体等は、成果のウェブ上での公開や成果報告書等の配布、必要に応じて活用状況

の把握を行うなど、本事業により得られた成果が広く普及・活用されるよう努めるも

のとする。また、文部科学省が行う事業成果の活用状況の把握等に協力するものとす

る。 

（５）本事業によって実施する取組が、他の事業の委託費又は補助金等による財政的措置

を受けている場合は、本事業経費として支出することはできない。 

（６）団体等は、委託業務の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持しなけ

ればならない。 

（７）この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項は、初等中等教育

局委託事業事務処理要領による。 


